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令和７年度第２回盛岡圏域医療連携推進（地域医療構想調整）会議録 

 

日時：令和８年１月 20日（火） 18：30～20：00 

場所：盛岡合庁８階大会議室 

 

（仲本保健所長 挨拶） 

 本日は御多用中のところ、また足元の悪い中、令和７年度第２回盛岡圏域医療連携推進（地域医療構想

調整）会議に御出席いただきありがとうございます。 

 日頃より当圏域の保健・医療・福祉行政の推進に格別の御理解と御協力を賜り、感謝申し上げます。 

 会議を始める前に一点、皆様にお知らせと哀悼の意を表したいと思います。本会議の委員を務められ

ていた岩手西北医師会 会長 高橋 邦尚様が、昨年 10 月 13 日に御逝去されました。高橋委員の御生前か

らの功績を偲び、謹んで哀悼の意を表します。 

 インフルエンザはピークアウトしているようですが、水痘などの流行が報告されています。引き続き

ワクチン接種を含め、感染対策に御協力をお願いします。 

 また、昨年 12 月には、初めて北海道・三陸沖後発地震注意報が発表されました。幸い県内では大きな

被害はありませんでしたが、医療機関や社会福祉施設の皆様におかれましては、電気・水・トイレなどの

インフラ設備の確認の他、食料品・衛生品等の備蓄、BCP の再確認など、改めて災害への備えも進めてお

られることと思います。災害は必ずやってくることを念頭に、引き続き、ご対応のほどよろしくお願いい

たします。 

 本日は、盛岡構想区域における具体的対応方針や保健医療計画の進捗状況、病床機能再編支援給付金

に係る協議等に加え、新たな地域医療構想に関する情報も報告いたします。 

 本日は、限られた時間ではありますが、忌憚のない意見をいただきますようお願い申し上げ、開会にあ

たっての挨拶とさせていただきます。 

 

（柴田次長） 

本日は、委員御本人 39名、代理３名 計 42 名に御出席をいただいております。 

 人事異動などより、一部委員に異動が生じております。時間の都合もございますので、お名前と所属だ

け御紹介させていただきます。 

 

 国立病院機構 盛岡医療センター 院長 篠崎 毅 様でございます。 

岩手西北医師会は、国民健康保険 葛巻病院 院長 伊藤達朗 様がご就任されています。 

紫波郡医師会 会長 野崎 有一 様でございます。 

盛岡市民生児童委員連絡協議会 会長 古内 保之 様でございます。 

盛岡市保健所 所長 矢野 亮佑 様でございます。 

 

 また、本日は、県地域医療構想アドバイザーとして、南昌病院 木村 宗孝 様にご参加いただいており

ます。 

 岩手医科大学附属病院 内丸メディカルセンター 下沖委員、八幡平市立病院 望月委員には、連携会
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議委員に加え、県地域医療構想アドバイザーとしての立場でも出席していただいているところでござい

ます。 

次に、議事に移ります。 

会議設置要綱第５の規定により、会議の議長は会長が務めることとなっておりますので、これ以降の進

行は、会長である県央保健所・仲本所長にお願いします。よろしくお願いいたします。 

 

（仲本保健所長） 

議事に入る前に、会議の公開についてお諮りします。本会議は、「審議会等の会議の公開に関する指針」

に基づき、原則公開とします。 

 本会議を全て公開で進めることに御了承いただけますでしょうか。ありがとうございます。 

異議ななしと認め、本会議は公開で行います。なお、本会議の資料及び議事録は、後日ホームページで公

開します。 

それでは、次第に従い議事を進めます。「議題⑴ 盛岡構想区域における具体的対応方針」について、

事務局から説明願います。 

 

（県央保健所） 

まず資料１をご覧ください。 

盛岡保健医療圏構想区域における具体的対応方針について説明します。 

現行の地域医療構想が 2025（令和７）年に向けた取組であり、令和７年の必要病床数に対して、現状

の病床を調整することを目的としています。本来であれば、令和７年まで調査すればよいということに

なりますが、国の資料によりますと、令和８年度までを現行構想のタームとしているため、今回は令和８

年度の予定についても調査させていただきました。御協力いただきました医療機関の皆様に感謝申し上

げます。 

それでは資料１－１になります。まずは、2025（令和７）年度調査をご覧ください。 

令和７年度調査の結果は、高度急性期 1,202 床、急性期 1,522 床、回復期 1,244 床、慢性期 1,143 床、

合計 5,111 床となりました。昨年度の調査よりも、２床増加しております。 

また令和８年度の予定は、回復期が増加しますが、高度急性期と慢性期の減少により、全体としては 97

床減少し、5,014 床となる見込みです。これにより、令和７年度必要病床数との差は△171 床となる見込

みです。令和６年度の調査以降、最大使用病床数は令和７年の必要病床数を若干下回って推移しており

ます。 

病床機能別では、急性期は令和５～６年にかけて、大きく減少したのち、令和６年以降は微減傾向とな

っております。回復期は微増傾向にあるものの、必要病床数を大きく下回っております。慢性期につきま

しては、介護医療院や回復期への転換により減少傾向にあります。病床機能のばらつきはございますが、

病床全体としては、おおむね、2025（令和７）年度必要病床数の方向性に沿って進んでいると考えられま

す。 

続いて２ページ目「２ 病床機能別の動向」をご覧ください。 

令和７年の調査と令和８年の予定を比較したものになりますが、令和８年は岩手医科大学附属病院で

高度急性期 94 床の減、内丸メディカルセンターで急性期 50 床減とする予定となっております。南昌病
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院と遠山病院は、慢性期病床を減らして、回復期を増加させる予定となっております。 

ページ右側をご覧ください。許可病床の稼働率や利用率についても調査しております。病院につきまし

ては、許可病床に対する稼働率は 91.2％、有床診療所は 58.6％となっています。続いて最大使用病床に

対する利用率ですが、病院では、一般病床で 79.6％、療養病床で 90.8％、診療所では 38.6％となってお

ります。入院患者の平均在院日数ですが、病院の一般病床は短期化の傾向にありましたが、今年度の調査

では、約１日長くなっております。療養病床と有床診療所の一般病床は短期化しております。 

 

（岩手医科大学附属病院・森野委員） 

資料１－１ 「２ 病床機能別の動向」について、どの時点で 94 床という報告がされたか、ちょっと

分からないですが、当初、これのくらいベッドを減らすという予定のときに出たものかもしれませんが、

1,000 床あった病床は現在 950 床で、△50床が岩手医科大学附属病院の現状になります。 

これから、内丸から矢巾に統合して、ベッドに余裕があれば、更なる削減をということで、94 床です

とか、トータル 100 床ですとか、そういう感じになるかもしれません。まだ、それは本決まりではありま

せん。現時点ではマイナス 50床になると思いますので、訂正いただけたらと思います。 

※会議後、調査時点の病床機能（予定）は資料のとおりであり、訂正不要であることを確認しました。 

 

（県央保健所） 

はい。ありがとうございます。 

引き続き３ページ目をご覧ください。 

地域包括ケア病棟・病床についてです。こちらは、高齢化率が上昇し、高齢者の救急搬送が増加してい

る中で、在宅や施設へのスムーズな移行を支援するための病床ということになりますが、病床数、それか

らポストアキュートとサブアキュートともに、区分については昨年度とほとんど変更がない状態となっ

ております。 

最後、介護医療院ですが、2020 年以降、298床が主に慢性期病床から転換済となっております。資料１

－２につきましては、個別の病院や診療所の調査結果となっております。時間の都合もございますので、

こちらについては割愛させていただきます。以上です。 

 

（仲本所長） 

ありがとうございました。 

委員の皆様、何かご質問等はありますでしょうか。 

続いて「議題（2）病床機能再編支援給付金」につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

 

（県央保健所） 

それでは、資料２をご覧ください。 

病床機能再編支援給付金についてです。地域医療構想の実現に向けた取組の支援を目的として、医療機

関が病床削減や再編統合を行う場合に、給付金を支給するものとなっております。給付金の受給にあた

りましては、医療機関が行う病床削減や再編統合が地域医療構想の実現に資するものであるか、こちら

の会議及び医療審議会において意見聴取を行う必要があるということになっておりますので、委員の皆
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様の御意見を伺うものです。なお、今回の病床の削減については、令和９年３月 31日までに完了するも

のに限るとされています。 

それでは１件目の「岩手医科大学附属病院」です。 

岩手医科大学附属病院は、今年度の病床数適正化支援事業を活用しまして、先ほどご説明がありました

通り、一般病床 40 床、精神病床 10床、計 50床削減済となっておりますが、令和８年度において、高度

急性期病床を許可病床ベースで 81床減少させたいというところです。 

 

（岩手医科大附属病院 森野委員） 

こちらにつきましても、おそらくこれが最大という可能性ということで、報告させていただいておりま

す。なにせ状況が読めないものですから。移転が完了した後の様子を見て決断するということになるだ

ろうと思います。 

 

（県央保健所） 

ありがとうございます。 

後程、岩手医科大附属病院様から補足があれば御説明お願いしたいと思います。岩手医科大附属病院様

は、本県唯一の特定機能病院として、高度急性期の役割機能になっておりますが、人口減少等、厳しい状

況と限られた医療資源の中で、今後も機能維持をしていくために、病床の削減を行いたいということで、

申請をいただいております。 

続いて２件目の「内丸メディカルセンター」です。 

内丸メディカルセンターにつきましては、近く、一部の医科を除いた診療機能を矢巾町にある岩手医科

大学附属病院に移転統合し、医療機能を集約することで、高度医療の提供に努めたいということでござ

います。これに伴い、今年度末をもって、内丸メディカルセンターの許可病床 50 床すべてを廃止したい

ということで申請をいただいております。 

最後、「西島産婦人科医院」です。 

西島産婦人科医院につきましては、令和５年 10 月から、分娩入院は取り扱っておりませんが、盛岡圏

域の急性期病床は必要病床数とおおむね同程度となっております。稼働率や利用率も考慮し、許可病床

９床すべてを削減するものです。 

本県では産婦人科医師数が全国に比して低い水準となっておりますが、盛岡圏域には西島産婦人科医

院の他に６つの有床の産婦人科診療所がございまして、そちらの病床の利用率は平均 44％となっており

ますので、地域医療の逼迫への懸念は低いものと考えております。以上です。 

 

（仲本所長） 

ありがとうございます。 

今の説明につきまして、岩手医科大附属病院様、内丸メディカルセンター様、西島産婦人科医院様、何

か追加コメント等ありますでしょうか。 

 

（内丸メディカルセンター/地域医療構想アドバイザー 下沖委員） 

病床機能再編支援給付金について、内丸メディカルセンターの 50 床減の分の給付金をいただけるとい
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うことでよろしいですよね。 

確か昨年度は、継続する医療機関の病床削減に限るとの理解で、当センターがなくなる前提では対象外

の認識でした。ここに上がっているということは期待してよいということですね。 

 

（仲本所長） 

この会議と、医療審議会にかけてということになります。 

 

（内丸メディカルセンター/地域医療構想アドバイザー 下沖委員） 

わかりました。ありがとうございます。 

 

（八幡平市立病院/地域医療構想アドバイザー 望月委員） 

病床機能再編支援給付金は、財源が地域医療介護総合確保基金となっていますが、令和７年度の補正で

3,500 億円が病床適正化事業で認められた補正が組まれていると思います。一床あたり 410 万円ですね。

そこから出るのではないですか。 

病床適正化事業で各病院が今取り組んで出してきているのは、並行して動いているのでしょうか。 

 

（県央保健所） 

県医療政策室も参集していますが、病床適正化事業の支給の要件は未確定で、私たちも国の補正予算の

公表資料の範囲で把握している状況です。 

 

（医療政策室） 

基本的には、国の経済対策（病床数適正化事業）が１床 410 万円と単価が高いので、そっちを優先して

使うということになると思います。その要件がまだ明らかになってないところもあるので、もしそれを

使えない場合は、こちらの方に回ってくるということになると思います。 

 

（八幡平市立病院/地域医療構想アドバイザー 望月委員） 

全国で９万病床分、１万床分はもう出ていますので、10 万床分の予定で 3,500 億円。休床病床はその

半分ということはもう決まった話で、もう動き出すと思います。補正ですから。 

内丸メディカルセンターが 50床と言えば、一床あたり 410 万円がつくと思いますけど、その辺のとこ

ろも早めに情報を振って、分かりやすく説明したほうがいいのではと思います。 

 

（医療政策室） 

承知いたしました。ありがとうございます。 

 

（木村 地域医療構想アドバイザー） 

昨年度、410 万円の病床適正化事業が出て、医療機関の手上げが意外に多くて、全部回らないっていう

話でした。最初は、赤字の民間病院を対象に実施したのですが、官公立病院、大学病院が、新たに認めら

れるようになりました。 
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（八幡平市立病院/地域医療構想アドバイザー 望月委員） 

そうそう、それが今回の補正です。 

１回目が４月、２回目が６月で、民間病院を１病院あたり 10 床でやったけど、それではとても足りな

いということで、大学病院も精神病床も全部入って、今回の補正で予算が取れました。 

 

（木村 地域医療構想アドバイザー） 

官公立病院も知事会が手挙げして、入れてくれっていう感じで出しました。それが通ったということで

すね。 

 

（八幡平市立病院/地域医療構想アドバイザー 望月委員） 

 設立母体は関係ない病床適正化事業が通った。それは、おそらく、この給付金とは別ではないか。 

 

（仲本所長） 

新しい医療構想計画について、会議後半に医療政策室から説明していただく予定でしたが、今の点につ

いてご説明いただけますでしょうか。 

 

（医療政策室） 

資料４の 49 ページをご覧ください。 

今お話がありました国の経済対策で 3,490 億円の予算が付いた病床数の適正化に対する支援の厚生労

働省の資料となります。 

施策の概要のところに書いておりますけれども、概要の２行目のところに、医療需要の変化を踏まえた

病床数の適正化を進める医療機関を対象として財政支援を行うということで、病院・有床診療所の一床

あたり 410 万円、ただし休床している場合はこれが半分になるというような形になっております。 

昨年度、国の経済対策でも同じような事業がありましたが、予算の枠が少なかったということもありま

して、いろいろ赤字の額とかという要件がついていましたが、今回はそういうものは、今のところ聞いて

おりません。恐らく、取り組まれる方には、それなりに支援が行き届くのではないかなと考えているとこ

ろでございます。 

 

（仲本所長） 

ありがとうございます。医療政策室から説明ありがとうございました。この盛岡圏域医療連携推進会議

の皆様については、それを承認するということでよろしいでしょうか。 

承認するということにいたします。ありがとうございます。 

 

続きまして、「議題⑶ 岩手県保健医療計画地域編の取組等」について、事務局から説明お願いします。 

 

（県央保健所） 

資料３－１をご覧ください。 
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保健医療計画 2024～2029 年の盛岡地域の取組等について、資料３－１により、全体について総括的に

お話したいと思います。 

まず、盛岡医療圏では「⑴ 地域医療体制」、「⑵ 災害時に備えた医療体制」、「⑶ 生活習慣病予防」

を３本柱としておりますので、それぞれの項目について、現状がどのようになっているか調査した結果

についてお話しします。 

「⑴ 地域医療体制について」です。 

限られた医療資源を効果的に活用するために、適正受診の啓発が大切になりますが、病院や医師会等に

おいて、適正受診に係る啓発に取り組んでおります。また今年の４月から＃７１１９の運用を開始しま

した。こちらは皆さんご承知かと思いますが、救急車を呼ぶかどうか迷ったときに相談する電話窓口と

なっております。看護師の資格を持つスタッフが、応じるものとなっております。限られた医療資源を効

果的に活用するために、緊急性が高いときには救急車、そうではないときは症状に合わせたタイミング

で医療機関を受診していただきたいということで、導入しているものです。利用状況は、順調に増加して

おり、４月から 12月まで 1万 692 件となっております。 

在宅医療につきましては、訪問診療を実施する病院診療所数及び訪問看護ステーション数は微増して

おります。また、訪問診療を受けた患者数も増加しております。 

医療と介護の連携に関わる多職種協働の取組ですが、市町や医師会による在宅医療介護連携のための

多職種連携に関する研修会が継続して行われております。 

認知症の関係ですが、地域包括支援センターへの相談件数は減少しておりますが、認知症疾患医療セン

ター（岩手医科大附属病院）における取扱件数は増加しております。診断や治療に結びつく件数が増えて

いると考えております。 

続きまして「（2） 災害時に備えた医療体制」です。 

災害時の連絡手段ですが、市町、病院、医師会、消防において、防災無線や災害時優先電話の他に衛星

携帯電話、ＩＰ無線等が準備されており、連絡手段が多様化しております。自治体の公式 LINE による連

絡も可能と考えるというような回答もございました。 

また、全市町に災害医療コーディネーターが配置され、大規模災害発生時の医療救護チーム等の派遣調

整の場が設置され、受援のための体制構築が進んでおります。 

新型コロナウイルス感染症の５類移行後、圏域内の入院調整を目的として設置された医療提供体制に

係るグループ別連絡会議につきましては、現在、継続して開催しておりまして、新型コロナに限らず、幅

広い感染症に係る情報共有等を関係機関で行っております。 

また各病院におかれましては、自然災害・感染症等を想定した訓練が実施されています。 

避難行動要支援者の個別支援、避難計画につきましては、障がい等を所管する部署による呼びかけや、

民生委員による委員活動により策定が進んでおります。雫石町がすべて策定済み、その他の市町でも徐々

に策定が進んでいるところです。 

「⑶ 生活習慣病予防」について、令和５年度のがん検診受診率は全国に比して受診率が高くなってお

ります。特定健診の受診は県平均となっておりますが、特定保健指導の受診率は、県平均よりも 8.3 ポイ

ント低くなっており、保健指導受診率向上に向けた取組が必要となっております。がんで死亡する人数

は横ばいですが、心疾患及び脳血管疾患で死亡する人数は微減傾向にあります。 

健康経営認定事業所数は微増しており、引き続き出前講座や研修会を通じて、健康経営の取組を推進し
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ていきます。 

受動喫煙を含めた、たばこの健康への影響については、保健所の出前講座を継続して実施しておりま

す。 

栄養成分表示を行う飲食店は微増しており、地域全体での健康づくりが徐々に浸透しております。 

各市町において、高齢者や働き盛り等のあらゆる世代に向けて、運動習慣の定着を目的とした健康教室

が開催されています。資料３－２につきましては、個別の調査結果の詳細となっており、時間の都合もあ

りますので、今回は説明を割愛させていただきます。以上です。 

 

（仲本所長） 

ありがとうございました。 

ただいまの説明につきまして、何かご質問、ご意見ありますでしょうか。Zoom 参加の方も、お声出し

ていただければと思います。 

それでは、続きまして報告事項です。 

「報告⑴ 新しい地域医療構想」について、医療政策室からお願いします。 

 

（医療政策室） 

資料４をご覧ください。 

新たな地域医療構想等について説明いたします。前回の会議でもご説明させていただいた部分ござい

ますけれど、その後の国の動向等を中心に、本日はご説明させていただきたいと思います。 

また 12 月に国の経済対策に呼応しまして、県の方でも補正予算を編成しております。先ほど一部ご説

明させていただきましたけれども、関係する事項についても併せて、ご説明したいと思っております。 

では、３ページ目をご覧ください。今更にはなりますが、今までこの場でお示ししていなかったという

こともございまして、人口推計の県内の状況を載せております。人口減少が進むというところは、皆様ご

案内の通りでございますけれども、高齢者の数は減らず、生産年齢人口が大きく減り、医療従事者の確保

がより難しくなってくるという説明の資料となっています。 

５ページ目でございます。 

地域医療構想に関する国のガイドラインの構成案というのが 10月に示されています。主な項目といた

しましては構想区域、医療機関機能、病床機能、入院医療、外来医療、在宅、介護連携、医療従事者の確

保などとなっております。本県の地域医療構想につきましても、これらに従って策定をすることを考え

ています。 

続きまして６ページ目でございます。 

こちら、前回の会議でもお示しした資料ですけれども、国から新たな地域医療構想に関しまして、基本

的な方向性として、４つ示されています。高齢者救急、在宅医療、医療の質や医療従事者の確保、地域に

おける必要な医療提供の維持、この４点でございます。先ほど申し上げた、今後議論する際には、これら

の観点を踏まえていく必要があると考えています。 

続きまして、７～９ページまでですけれども、こちらは地域医療構想の推進に関係する報告物の御紹介

となっています。医療機関機能報告の７ページ、８ページが病床機能報告、９ページがかかりつけ医機能

報告となっています。これらの報告を各医療機関様からいただいて、そのデータをもとに地域医療構想
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の推進に関して議論を進めていくということになります。 

７ページの医療機関機能報告でございますけれども、こちらは来年度から始まる予定の新しい報告と

いうことで、ちょっと報告事項が増えてきて恐縮ではございますけれども、医療機関機能について、急性

期拠点機能、高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、専門等機能、この４区分のご報告をい

ただくということとなっています。このデータを踏まえまして、手術等の役割分担、救急搬送先等の協議

が行われると国から聞いています。 

８ページ目、病床機能報告でございます。病床機能報告につきましては、従前から各医療機関様のご協

力をいただきまして実施しているところでございます。これまでは高度急性期、急性期、回復期、慢性期

の４区分でございましたけれども、回復期について、今後増加する高齢者救急等の受け皿として急性期

と回復期の機能をあわせ持つことが重要であるという考えを踏まえまして、包括期というような概念に

改められるようです。そして病床数の必要量の推計につきましては、今後は定期的に見直しを行うとい

う方向で検討されているということでございます。 

具体的な推計方法については、今盛んに国の検討会で検討が進んでいまして、今まで、この機能区分が

ちょっと曖昧だなというところがありましたが、国の方から、ある程度、どの入院基本料をとっていた場

合はここに区分してくださいというような目安が、今回、示されているというところです。 

続いて９ページ目、かかりつけ医機能報告になります。 

かかりつけ機能については、１号機能と２号機能に分類されております。１号機能は日常的な診療を総

合的かつ継続的に行う機能、２号機能が、時間外診療、入退院支援、在宅医療、介護連携等の機能という

ことでご報告いただくこととなっておりまして、こちらの報告については今年度から開始し、ご報告を

いただいているという状況でございます。とりまとめは来年度に入ってからということになりますので、

来年度からこれに関する議論を予定しています。 

10 ページ目でございます。 

地域医療構想の項目、方向性、かかりつけ医機能報告制度などいろいろありましたので、私どもの方で

整理した表がこちらです。項目ごとに各種報告のデータをもとに、４つの方向性の観点を踏まえて、議論

を進めていきたいと考えているところです。 

これ以降、４つの方向性ごとに国の議論の状況についてご報告いたします。 

11 ページ目の高齢者救急に関して、国の検討会において、高齢者救急の基本的な考え方が３つ示され

ています。１つ目が、単純に年齢や疾患で区切ることが困難であること、２つ目が手術等の必要な症例の

割合が少なく、対応可能な医療機関が多いこと、３つ目が包括的な入院医療の提供の必要性がある、こう

いったことが示されています。 

続きまして 12ページ目でございます 

高齢者救急に関して、救急搬送先については、高齢者救急であることをもって一律な対応は困難という

ことで、地域で対応を話し合っていくことが大事だというような議論がなされております。また、必要病

床数の算出につきましては、75 歳以上の高齢者について医療資源投入量から急性期と見込まれる患者で

あっても、一定割合は包括期機能とするとされています。 

13 ページでは、圏域ごとの救急車の受け入れ件数を私どもで集計したものを載せております。盛岡圏

域は各医療機関様が分担して、受け入れをしていただいていることが、この数字から見えると考えてい

るところでございます。 
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16 ページは、これ全県の数字になってしまいますが、年齢別の搬送人数のグラフとなっております。

やはり高齢者の搬送が多いということと、高齢者の搬送の割合がだんだん増えていることが見てとれる

グラフになってございます。 

17 ページは今年から始まった＃７１１９の取組の実績となっております。少しずつ、相談件数も増加

傾向で推移しています。一定程度の高齢者救急などにも、役立っているという、というような状況ではな

いかという状況です。 

続きまして 18ページです。 

在宅に関する国の議論になります。在宅については、３つ国から示されておりまして、１つ目が 24時

間提供体制の構築。２つ目が専門性の高い、例えば、小児とか医療ケア関係などの専門性の高い在宅医療

も含めた提供体制の構築。３つ目は効率的かつ効果的な在宅医療について取り組むべきとされています。

こういった状況を県の方ではきちんと把握しなさいという話が、国から示されているところでございま

す。 

19 ページは県の状況を示しております。これは前回もお示しした資料になっています。 

続きまして 20ページです。 

医療の質や医療従事者の確保ということで４つの方向性のうちの３つ目です。令和６年 12 月に、医師

偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージが国から示されています。大きく重要なポイントは３つの

うち、１つは重点医師偏在対策支援区域の設定ということで、人口減少よりも、医療機関の減少スピード

が速い地域をこの地域に設定していろんな支援をしようというものでございます。 

２つ目の医師偏在是正プランは、医師確保計画の中で、県が医師偏在是正プランを策定していくという

ことになっておりまして、来年度このプランを策定していく予定としております。こういったプランに

基づいてその区域を設定しまして、経済的インセンティブとしていろいろな経済的支援をしていくとい

うようなことが考えられておりますし、実際もうすでに先行して取組を行われている部分もございます。 

21 ページがその国のスケジュール表となっております。 

22 ページは、医師以外に、歯科医師とか薬剤師、看護職員などの需給推計の検討状況等を示した資料

です。 

23 ページは、地域医療構想の４つの方向性のうちの４つ目、「地域における必要な医療提供の維持」と

いうことで国の議論の状況ということですけども、この分野につきましては、どちらかというと他の議

論に付随して議論が行われていることもございまして、まとまった資料がございませんので、こちらで

関係するものを抜粋して表にしたものです。大まかに言いますと、医師派遣のような人的協力や、ＩＣＴ

の活用といったことが記載されています。 

続きまして、24 ページ目でございます。 

今までの４つの方向性とまた別な話になりますけども、構想区域、実質は医療圏とイコールですけども

構想区域の話でございます。ここも、３つあげられております。１つ目は、構想区域については、急性期

拠点機能の確保という視点は非常に重要であること。２つ目、異なる都道府県間で隣接する区域がある

場合は、協力して医療提供体制を確保しようという協議をするということが望ましいこと。最後に、疾病

事業別医療圏、岩手県でも、がん、脳卒中等、疾病事業別医療圏設定しておりますけれども、こちらにつ

いては第９次医療計画でまた検討するというようなことが示されています。これについては、来年度ま

た、県においても、検討しなければいけないと考えているところでございます。 
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26 ページ目です。第１回の会議後、これは他の圏域も含みますけれども、調整会議や県庁で開催しま

した医療審議会医療計画部会でいただいた意見等をまとめたものでございます。いただいた意見を踏ま

えつつ、地域医療構想の策定に役立てていきたいと考えているところでございます。 

28～32 ページまではスケジュール関係でございます。 

32 ページをご覧ください。 

本県では来年度、新たな地域医療構想を策定する予定です。この地域医療構想調整会議の場でも何回か

御説明をしたり、意見をいただいたりしながら、来年度中の策定を目指して作業進めていきたいと考え

ているところでございます。 

33 ページ以降は、医療従事者の状況等を数字にまとめたものとなってございます。ここでの説明は恐

縮ですけども、割愛させていただきます。 

続きまして、44 ページです。 

国の経済対策の関係を御説明させていただきます。こちらの資料は国の厚生労働省の公表資料です。県

に関係しそうなところに黄色いマーカーをしています。金額的に大きいのは、「医療・介護等支援パッケ

ージ」のうち、「医療機関・薬局における賃上げ・物価上昇に対する支援」と「病床数の適正化に対する

支援」です。「病床数の適正化に対する支援」は、先ほどご説明した内容でございますけども、こちらが

額としては大きいものとなっています。 

県の予算化の状況は 45ページでございます。 

昨年末、12月 24 日に県議会の臨時会を開会いたしまして、次の事業に関する予算案を提案可決いただ

いております。パッケージ関係として、賃上げ物価上昇支援の事業ですけども、県としては、5 億 7000 万

円余を予算化しております。下の表で見ていただくと分かりやすいかと思います。県で予算を予算化し

た部分は有床診療所と無床診療所の分となっておりまして、病院分は赤色になっていますが、国が直接

執行の予定です。有床診療所と無床診療所は県、病院は国と申請先が変わってきますけれども、いずれこ

の表の通り、病院であれば一床あたり 195 千円が、救急車受入件数等で加算が行われます。有床診療所は

85 千円×病床数、無床診療所は 320 千円です。こういった支援が行われる予定です。 

さっきの厚生労働省の表には載っておりませんが、県として、国の重点支援地方交付金を活用しまし

て、昨年度も行った物価高騰支援金という形で支援を行っております。病院であれば 230 千円の基礎額

に21.3千円×病床数の支援を行うということで昨年度よりも若干単価を上げての実施を予定していると

いうところでございます。 

49 ページは先ほど説明した通りでございます。 

大きくはこういったところでございまして、賃上げ物価上昇に対する支援と、物価高騰支援金、あとは

病床数適正化の事業となっております。こういったあたりで医療機関の経営支援を進めていく予定とし

ております。説明は以上となります。 

 

（仲本所長） 

委員の皆様から、ご意見、ご質問等ありますでしょうか。 

 

（南昌病院 木村委員） 

病床数とあまり関係ないのですが、岩手県の年代別医師数について、今回説明が飛ばされましたが、こ
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のデータを見ますと、30代後半から 40代後半までの医者が激減しているのは、例えば医療局の政策とし

て若い先生を残しても、そのキャリアの後に人が抜けてってしまうような状況だと、県立病院の中の当

番が支え切れなくなって、病院機能自体が結構厳しくなったりするので、ぜひこの世代の医者を残す政

策とか、岩手医科大附属病院にこのくらいの年代の医師が残るようにする政策とかをしないと、病院勤

務医がどんどん夜勤とか当直と合わさって疲弊していくと思うので、よろしくお願いします。 

 

（医療政策室） 

全くご指摘の通りだと考えております。奨学金養成医師等の義務履行の期間は県内で働いていただい

ても、その後、どうしても出て行かれる方もいらっしゃるということで、やはり医師の働き方改革など、

お医者さんが働きやすいような環境整備というのが必要だなと考えております。県としても、できる施

策に取り組んでいきたいと考えております。 

 

（仲本所長） 

医大の先生どうですか。来た人がいなくなるとか、実感としてそういうことありますか。 

 

（岩手医科大附属病院・森野委員） 

若い人が少なくなっているという件でよろしいでしょうか。 

 

（仲本所長） 

はい。そうです。 

 

（岩手医科大附属病院・森野委員） 

結構、平均して顕著でして、病院の中の定員を見ていきますと、年々、基本のトレンドは減っていると

いう感じかと思います。来年度、入局者ですとか、専攻医の応募状況見ても、なかなか厳しい数です。言

えることは、他県も似ていると思いますが、外科ですとか、我々循環器ですとか、仕事が少し忙しいと思

われるところのなり手が明らかに減っていて、来年また、かなり減るということです。全体の数も、そう

いう部分も減っていますから、何かしらの抜本的なものがないと厳しいことは明らかだと思います。 

ただ都市部では、どうやら少し外科が増えているとか、循環器が増えているのは来年見られるそうで、

若い先生の中にも、将来、医者はちょっと余るのではという話も出始めています。それに対する発想と

か、都市部では溢れるのでちょっと地方に行こうとか、少しはあるかもしれない期待がありますけれど

も、基本のトレンドは、よほど強いシーリングでもない限りは、都市部に流出するとか、岩手医科大の学

生の構成を見ると、岩手県の出身者はほとんど地域枠の生徒に限られると言っても過言ではなくて、日

本全国から来ていますので、よほどの理由がなければ、その実家であるところに行くか、もしくは東京、

大阪に行くのが、どんどん若者の中のムードになっているように思います。とにかく来年以降も残って

もらうために、いろいろな施策をしていこうと思っていますけれども、なかなかその思いが届かないと

いうところだと思います。 

下沖先生からも、もしよろしければお願いします。 
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（内丸メディカルセンター/地域医療構想アドバイザー 下沖委員） 

森野先生がおっしゃった通りですけども、今年の臨床研修医は、マッチング数で見ますと、県内で見ま

すと増ですが、岩手医科大附属病院では減ですね。 

それから、専攻医の数を見ると、比較的、研修医と専攻医の出入りが拮抗しているといいますか、出た

分入ってくる傾向がありましたが、ちょっと今は減に転じていて、特にここ数年は減々々と来ています。 

さっき森野先生からもお話がありましたけど、これは見ていてよく分かりますが、若い先生がいなくな

りますと、地域派遣ができなくなりますし、医局の運営自体に非常に支障をきたすということになりま

すので、そこは今、大きな課題だと思います。 

地域枠の皆さんは、今後、岩手で臨床研修をするのが義務化されます。今の４年生が卒業する頃からで

すね。そこに非常に大きな期待をしていますが、森野先生がおっしゃるとおり、ここは数が決まっていま

すので、やはりターゲットといいますか、他の、関東や関西から入ってくる学生達を、いかに岩手県に残

して、臨床研修それから研修医にして、岩手にできれば定着していただくようなことができないか、学部

のときから、臨床研修の先も一体化して取り組む必要があるということで、県の方とも一緒になって、施

策を何か打とうということで、ワーキングを立ち上げてやっているところです。すぐに結果は出ないか

もしれませんが、岩手の場合にはそういった事情がありますから、皆さんにも関わっていただいて、岩手

の良さを伝えていただいて、ぜひ学生さんに残ってもらうような働きかけをしていただければと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。お願いになりました。 

 

（仲本所長） 

ありがとうございます。 

私も Iターン組ですけれど、生活環境とか本当にありがたいですし、あと住宅とかも、そういう意味で

はお子さんの教育も含めて悪くはないと思っていますので、そういうところを広報していく必要がある

のかなと思っております。 

 

（盛岡市立病院 加藤委員） 

病床機能再編支援給付金について、今日、岩手医科大附属病院や西島産婦人科医院のお話がありました

が、盛岡市立病院はポストコロナになって、一生懸命やっているはずですが、70％とか 80％ぐらいの病

床利用率になっています。それはどういうことかと言えば、その地域で求められているニーズは、盛岡市

立病院の場合は、70％か 80％ぐらいのニーズということになろうかと思いますので、それに見合うだけ

の病床数に変えていくということはやっぱり必要なんじゃないかなと。公立病院ですので、地域が望ま

ないことをやってはいけないですよね。そのことについては、昨年の 12 月６日の市の定例議会でも、答

弁をして、適正化を進めるということをお話しているところです。 

ただ、今は収まっていますが、新型コロナウイルス感染症のときは、本当に病床が足りなくなったの

で、すっかり削減するっていう形がいいのか、或いは、何かのときに盛岡市立病院で受けられませんとい

うのは、多分、大きい問題になると思うので、休床みたいな形にするのがいいのか。この辺については、

医師会の先生方や行政の皆さん方ともよくご相談させていただいて、現実的にどんな形に、病院の持続

的な運営も大事になりますので、あんまりちょっとバランスが悪いのも良くないので、そういったこと

を考えて、あまりのんびりはしてられませんので、早々に、そして支援をいただけるということであれば
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そういったお金のことについても、少し御相談させていただいて進めたいなというふうに考えておりま

す。ちょっとお話するタイミングが悪かったかもわからないですけれども、一応当院の状況についてご

紹介というか、ご報告させていただきました。 

 

（仲本所長） 

加藤先生も、言及されましたけど、新型コロナウイルス感染症とか新しい感染症では、一気に病床が足

りなくなるので、そういう意味では非常に、病床があって助かった部分もあります。それはそれで、我々

も、減らす一方でいいのかっていうことも考えていかないといけないと思います。 

諸外国見ましても、本当に病床数が少ないので、それで本当に苦労して、死亡率が上がってしまったみた

いなこともありましたので。 

今日お越しいただいた県の地域医療構想アドバイザーの御三方の先生からも、御意見いただければと

思います。 

 

（木村 地域医療構想アドバイザー） 

思ったより病床数が過剰になって大変な状態になるかと思っていたが、そういう状態はうまく避けら

れたのかなと。ただ、新たな地域医療構想は精神科病床にも踏み込んでいく話になってきています。だか

ら、精神科病床の削減もこれから考えていかなければならないので、この場に精神科の院長先生たちも

入ってもらう必要性が出てくるのではと思っております。 

あと、急性期とか高度急性期といったところのばらつきはありますけども、これらを実際に運営してい

く中で、かなり実態は変わってくるかと思います。国の方も、その辺の見立てがどうなってくるか、そう

いったところを考えていかなければならない。 

あと、盛岡地域は人口が多いので問題ないですが、岩手県は９圏域あって、地域によって４～５万人の

構想区域を設定しています。それは絶対に国の方から、もう少し数を調整するようにと話が来ると思い

ます。盛岡圏域は別ですけれども、県の方でもう一度、構想区域をもう少し削減していくような形を考え

ていただく。秋田県は８圏域から３圏域に減らしている状況で、青森県は似たようなものですけれど６

圏域、それを考えると９圏域というのは多すぎるのではないかと考えております。 

 

（平和台病院 伴委員） 

精神科病床が地域医療構想に入るのは、令和６年 12 月くらいに検討会で決定していますが、実際に検

討に入るためには、地域医療構想に係るいろいろな調査や計画などもこれからやっていかなければなら

ないということで、まだ、本当に計画の初期段階で、具体的な病床数、必要病床数といったものが出てく

るのは何年か先ではないかと言われています。 

あと、地域医療構想は、医療法において一般病床と療養病床が対象なので、医療法改正して、精神病床

を対象の病床にする段取りが必要です。その法案が厚労省から出て決まったので、進んでいくと思いま

す。 

 

（仲本所長） 

精神科病床は、御承知のとおり、日本は特に多いという事情もあります。今、包括などで、在宅で見て



15 

 

いこうという方向もあります。 

方向、決まったのですね。医療法改正について、地域医療構想に精神科病床が入るということで、決ま

りましたか。 

 

（八幡平市立病院/地域医療構想アドバイザー 望月委員） 

医療法改正は令和７年 12月に成立しました。 

 

（仲本所長） 

ありがとうございます。 

あと、医療圏域について、確かに宮城県はもっと少ないです。他の県は、盛岡が非常に多いので、盛岡

市も合わせて 10 圏域みたいな感じで、保健所長が多くて。疾病ごとの圏域の見方ということもやってい

ますので、だんだん減らしていくことが必要になるのかなとは思っております。 

 

（内丸メディカルセンター/地域医療構想アドバイザー 下沖委員） 

次の地域医療構想では、医療計画のところでもお話がございましたが、医師もそうですが、それ以外の

医療人材の確保が非常に大変な時期が来ると思います。病院の統廃合の議論と、一緒に進む話かもしれ

ませんけど、次の 2040 年を見据えて、ＤＸだとか遠隔医療といったデジタル化を進めていく必要があり

ます。地域医療がなくなるということが一番困ると思いますので、特に岩手においては、広い県土ですか

ら、我々、岩手医科大もたくさんの医師を派遣していますけど、そういった部分の解決を最初にやっても

らえたらと思います。 

そういった統廃合が進む中で、総合診療の話をさせていただきますと、総合診療医の育成について、ず

っと言われてきましたけども、私にも責任がありますが、なかなかうまくいっていません。私にも責任が

あると言いましたが、診療報酬を含む社会的な制度ですね。総合診療医に対する処遇といったところを

考えていかないと、なかなかこれ広がっていかないと、私自身は難しさを感じております。ぜひこれを、

次の地域医療構想の中では、議論の俎上に上げていただければ、もう上がっているとは思いますが、もう

ちょっと議論の中心の方に上げていただければ嬉しいかなと思います。 

 

（仲本所長） 

ＤＸは、東日本大震災の後、岩手県の場合は県病院のデータの共有が早いとか、むしろ、他の地域より

進んでいた部分もあると思いますけど、これから若い人には、ＤＸ進んでないと魅力的にも語れません

し、ぜひ進めていきたいと思います。 

あと、総合診療医ですが、もっと増えないのかなと思いますが、インセンティブとは、どういうところ

でしょうか。 

 

（内丸メディカルセンター/地域医療構想アドバイザー 下沖委員） 

もともと、日本の医療は専門医療で成り立っていますから、そこの部分がまず大きいです。学生教育も

そこから抜け出せなくて、若い人たちの中には総合診療医を目指したいという方々がたくさんいますが、

臨床研修が始まって、専門研修になる段になりますと、もうほとんど消滅してしまいます。今の診療報酬
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の制度を彼らが勉強するにつけ、やはり総合診療医では生きていけないといいますか、診療報酬上のメ

リットが感じられないことが、大きいのではと思います。 

例えば、総合診療医で再診すると、30 分ぐらい患者さんのお話を聞いて、検査をしないし、薬を出さ

ないので、再診料 700 円しかもらえない。そうなると、若い先生たちはこの世界に入る勇気を失うのでは

と思います。その辺もよく考えていただきたいなと、常々思います。 

 

（仲本所長） 

 松本潤のドラマをつくっていたりしましたけれどもね。 

 

（内丸メディカルセンター/地域医療構想アドバイザー 下沖委員） 

 イメージだけではね。 

 

（東八幡平病院 及川委員） 

この間、全日病（全日本病院協会）の私立病院の集まりの会で、いろいろな話題がありました。 

２次救急について、私立の医療機関が手を引いてしまうと生き残れないという話が出ました。新しい地

域医療構想でも、国の議論でも、医療圏は大都市型、地方型、人口少ない地域、30 万以下という分け方

ですが、たぶん、岩手県はこれに当てはまらない工夫をしなければと。地域に行くと、公的な病院とも協

力しないと、どうにもならない実態があるのかなと。２次救急の取組をどうしていくかは、すごく大きな

課題です。今後、圏域が大きくなるにしても、広いですよね。この盛岡医療圏でも、北部行政事務組合は

介護保険の分野ですけども、そこの葛巻町と岩手町と八幡平市は、滝沢市、雫石町、盛岡市に比べて本当

に薄いですね。面じゃなくて点に近い医療従事者の分布です。そこをどう考えるかは、沿岸部と県北の大

きな課題かなと思います。県としても、少し重点的に検討していただく方向で、新しい地域医療構想の策

定に反映するようなことが絶対必要かなと。そうじゃないと大変なことになるのかなと。 

この間、旭川で学会があって、ずっと北の稚内のあたりで脳卒中になると、旭川医大病院まで搬送がで

きない、その間の救急体制がもたないということを聞きました。北海道はものすごく広いので、岩手県と

はまた違うと思いますが、似たような地域性とかがあるのではと考えながら、民間病院も何とか生き延

びるような、そういう形もある程度考えていただければありがたいなと考えております。 

非常に大きな変革の時代なので、近くの 40床規模の病院が６月に閉院しましたけども、やっぱりショ

ックでしたね。やはりこういう流れの中で、やっぱりどうしてもできなくなる、そういう面が出てくる

と。これは、誰が悪いというわけじゃないと思いますけども、全体の、この今の世の中というのが、そん

な現象を生んでいるのかなと思いますけれども、その辺のことを少し考えながら、新しい地域医療構想

を練っていただければありがたいです。 

 

（仲本所長） 

北海道ほどではありませんが、広い県ですので。県北とか沿岸地域は、救急に苦労されていると思いま

す。 

 

（八幡平市立病院/地域医療構想アドバイザー 望月委員） 
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皆さんご存じのように、今までの地域医療構想は、病床機能の報告と、言葉は悪いけど、機能の数合わ

せ的な要素が強かったような気がします。でも、既存病床は必要病床数にほぼ一致してきましたので、そ

れなりの効果があったのではと思います。 

今度の新たな地域医療構想は入院機能だけなく、外来、在宅、医療介護連携と、これから必要なものを

すべて含んだ、すごく大きな会議になります。これらを地域医療構想調整会議で議論するとなると、デー

タを持つだけでも大変ですし、医療介護の連携は、介護の人たちも全部入ってもらうので、大変なことに

なります。おそらく分かれる形でやっていくのでしょうが、この辺はまだまだ全然決まってないことで

すけど、大変な作業になるなっていう気がします。 

それから、新たな地域医療構想では一番大きなテーマですが、地域によって全く違うってことですね。

国の会議では、もちろん一律のガイドラインを作っていますけど、これを地域に落とし込むと、及川先生

言われたように、大都市とか中小都市、それから過疎地、人口の少ない地域、全く違ってですね。それは

岩手県で、更に、県に合う形の地域構想区域を考えていかなきゃないと思います。都道府県の役割がかな

り重要視されています。 

岩手県は、医療構想区域は２次医療圏が９つですが、各医療圏で医療が完結することはほぼない状況で

すので、構想区域を広げていく。ただ、第８次医療計画では、５疾病６事業で、医療計画の区域を決めて

いますので、構想区域を決めるときは、あのやり方がいいのではと思います。がん医療、それから周産期

医療とかですね。新たな地域医療構想のときもかなり発言しましたけど、５疾病６事業に沿った構想区

域も出てきましたので、そんな形になるのかと。 

医師の偏在対策は、パッケージでこの会議の主題になりましたけど、内容は地域偏在がほとんどで、診

療科の偏在はなかなか議論できていないです。でも、診療科偏在と地域偏在は、並行してやっていかない

と、医師の数は足りても、その地域に必要な診療科の医師がいなくなることもあります。いろいろなイン

センティブをつけながらになるでしょうが、大変な科やきつい科にも、医師がちゃんと集まるような仕

組みを作っていかないとと思います。 

21 ページに、国の今後のスケジュールが出てきております。この重点医師偏在対策支援区域は、県が

指定します。岩手県は、盛岡を除けば医師が足りないので、しっかりやっていかないといろいろな支援を

受けられないです。例えば盛岡医療圏は、盛岡市は重点医師偏在対策にならないですけど、八幡平市や葛

巻町といった医師少数スポットが必ずあります。２次医療圏でここを指定するやり方は、国の会議でも、

ここは医師少数スポット、或いは医療機関を指定してもいいということになっています。県といろいろ

また話しながら、この重点医師偏在対策支援区域の指定が非常に大事です。医師の派遣先、派遣元に補助

金を作るというようなことも決まってきておりますので、国のいろいろな対策が実効性あるといいと思

います。 

  

（仲本所長） 

医師偏在の話も、偏在指数が都道府県最下位だそうです。盛岡が入ってもそうなので、その地域ごとだ

ともっと、ということになります。 

 病床数については、望月先生がおっしゃるようにまとまってきておりますけど、今後、他分野も入りま

すので、更に先生方のお知恵を拝借しないといけないと思います。引き続きよろしくお願いいたします。 

それでは「報告⑵ 医療機器の共同利用について」事務局から説明お願いします。 
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（県央保健所） 

資料５をご覧ください。 

今回、川久保病院様から、ＭＲＩの高度利用の報告がございました。以上です。詳細につきましては別

紙で、共同利用が可能な機器一覧を掲載しておりますのでご確認ください。 

 

（仲本所長） 

それでは、このことについては、よろしいですね。 

その他ということで、事務局あるいは委員の先生方から、御意見・御質問ありますでしょうか。 

 

（全国健康保険協会岩手支部 友部委員） 

地域医療構想アドバイザーの先生のお話を聞きまして、私ども保険者ですので、県内の加入者 37万人

のデータを持っておりますので、そういったところをお話させていただきます。 

盛岡圏域における入院受療動向は、二戸圏域や中部圏域などからの入院が 20％を超えていて、気仙圏

域や宮古圏域からも 20％近い受け入れとなっています。盛岡圏域は他の医療圏から患者の受け入れを行

っていることから、入院患者数が多く、盛岡圏域の 1 日当たり入院患者数増減率については、2035 年が

ピークとなる見込みであります。岩手県全体を見ると、2025 年から 2040 年の 15 年間にかけて、総人口

が 21 万 4000 人、毎年 16.8％減少し、生産年齢人口も 15 万 6000 人、25.4％程度減少するということで

す。現在、着実に必要病床数で近づいてきているものの、今後の人口動態に即した病床機能の検討が引き

続き必要なのかと考えております。 

今までの地域医療構想は、入院医療に着目したものでありましたが、これからは外来や、精神医療も加

わってくるということで、盛岡圏域における外来１人当たりのレセプト件数は、年間で 6.95 件と２次医

療圏では３番目に高く、精神に限っても 0.37 件ということで、３番目に高い状況となっております。 

岩手県において、特に若年層の精神疾患にかかる医療費が全国平均より高い状況となっており、２次医

療圏別に見ても、盛岡圏域は受診率や 1 日当たりの医療費が高い傾向にございます。精神医療に係る地

域医療構想においては、必要病床数の策定とともに、療育に向けた取組の強化をお願いしたいと思いま

す。私どものデータで、協力できるところは協力していきたいと考えております。 

 

（盛岡市医師会 吉田委員） 

 産婦人科的に言えば、分娩数はかなり減っていますが、ハイリスク出産が増えていて、医療従事者の数

は減らせないので、経営的には大変な状況です。 

盛岡市医師会としては、今の喫緊の問題は小児救急体制です。小児科の先生方の高齢化、新しい若い先

生方が増えてこない。今度、休日体制を広域化させてもらうことにしましたけれども、永続的なものでは

ないので、今後の休日・夜間診療のあり方を、いろんな方々のご協力のもと、体制を変えていこうと構想

を練っているところです。３次救急がもつのは２次救急がしっかりしているから、２次救急がしっかり

するのは１次救急がしっかりしているからなので、その１次救急を担っている医師会としては、何とか

していかなきゃと思います。皆さんのご協力をよろしくお願いします。 
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（仲本所長） 

それでは Zoom 参加で手上げしている方はいませんね。 

それでは私の方の進行は終わらせていただきます。事務局にお返しいたします。 

 

（柴田次長） 

委員の皆様、今日は大変ありがとうございました。 

今年度の会議の開催はこれで終了ということになります。引き続き来年度ということになりますが、新

しい地域医療構想のご検討をお願いすることになろうかというところでございます。会議の詳細につき

ましては、決まり次第、改めて連絡をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

それでは以上をもちまして、本日の会議を終了させていただきます。ありがとうございました。 


